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昨年12月24日、平成21年度及び20年度第2次補正の政府予算案が閣議決定さ

平成22年度予算において準備している各種支援策のうち、農業法人の経営
発展に役立つ主な支援策を紹介します。

れました。
このうち、認定農業者の経営発展に役立つ施策を紹介いたします。
なお、これらの施策は、国会で予算が成立すれば実施される予定のものです。

【お問い合わせ先】

事業の内容や申請手続については、農林水産省の本省・地方農政局・地方農政事務所の
「水田・畑作経営相談窓口」（農政安心ダイヤル）か、都道府県・地域担い手育成総合支援
協議会（県・市町村・ＪＡ）に、お気軽にお問い合わせください。
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水田を有効活用し、経営を安定させたい１

経営の安定等

平成２２年度においては、「制度のモデル対策」として
① 自給率向上のための戦略作物等への直接助成
② 自給率向上の環境整備を図るための水田農業経営への助成
を内容とする戸別所得補償モデル対策を実施します。

水田利活用自給力向上事業

自給率の向上を図るため、水田を有効活用して、麦・大豆・米粉用
米・飼料用米等の戦略作物の生産を行う販売農家に対して、主食用米
並の所得を確保し得る水準を直接支払により交付します。

支援内容

＜交付単価等＞＜交付単価等＞

② その他作物 ： 都道府県単位で作物ごとに単価を設定

③二毛作（主食 米 戦 作 戦 作 合 ） 円 /

・ 麦、大豆、飼料作物
・ 米粉用・飼料用・バイオ燃料用米、WCS用稲
・ そば、なたね、加工用米

35,000円 /10a
80,000円 /10a
20,000円 /10a

① 戦略作物

※ 従来対策に比べて交付額が減少する地域の影響を緩和するため、必要に
応じて交付単価の調整を行う激変緩和措置を講じます。
※ 米の「生産数量目標」の達成にかかわらず助成対象となります。

米戸別所得補償モデル事業

③二毛作（主食用米と戦略作物、又は戦略作物同士の組み合わせ） ： 15,000円 /10a

米戸別所得補償モデル事業

意欲ある農家が水田農業を継続できる環境を整えることを目的に、
恒常的に生産に要する費用が販売価格を上回る米に対して、所得補償
を直接支払により実施します。

支援内容

＜交付単価等＞＜交付単価等＞
・ 標準的な生産に要する費用と標準的な販売価格の差額相当分として、10a
当たり15,000円を助成します。（定額部分）
・ 当年産の販売価格が標準的な販売価格（過去３年平均）を下回った場合、
その差額を基に変動部分の交付金を助成します。（変動部分）
※ 米の「生産数量目標」に即した生産を行った販売農家・集落営農のうち、
水稲共済加入者又は前年度の出荷・販売実績のあるものが助成対象となり
ます また 交付対象面積は 主食用米の作付面積から一律10a控除して

＜事業名：戸別所得補償モデル対策＞
【お問い合わせ先】最寄りの地域水田農業推進協議会、地方農政局・農政事務所

（加入申請受付期間：H22/4/1～H22/6/30）

ます。また、交付対象面積は、主食用米の作付面積から一律10a控除して
算定します。

１



土地利用型作物経営を安定させたい２

水田・畑作経営所得安定対策に加入するためには、認定農業者で経営面積が原則
４ha（北海道10ha）以上である必要がありますが 農地が少ない場合や複合経営の

収入減少影響緩和対策

４ha（北海道10ha）以上である必要がありますが、農地が少ない場合や複合経営の
場合等の特例も設けています。これらに該当しない方でも、地域の担い手と市町村が
認めた方は加入できます。

米の販売価格の下落等で収入が減少した場合には、収入減少の９割
を補てんします。

支援内容

米・麦・大豆等の品目ごとの平均収入（標準的収入）と当年産収入の差額を合
計した結果、減収している場合には、その減収額の９割について、加入者と国に計した結果、減収して る場合には、そ 減収額 ９割に て、加入者と国に
よる拠出金の範囲内で補てん金が受けられます。

（注）米戸別所得補償モデル事業（米のモデル事業）に加入している場合は、米のモデル
事業における変動部分の交付金額を控除して収入減少影響緩和対策の補てん額を算定
します。

生産条件不利補正対策

販売収入だけでは生産コストを賄うことのできない麦・大豆等を対
象に、生産コストと販売収入の差を補てんします。

支援内容

＜過去の生産実績に基づく交付金（固定払）＞
16年～18年の過去３年間の麦・大豆・てん菜・でん粉原料用ばれいしょの生
産実績に応じて、市町村別の交付単価による交付金が受けられます。

＜毎年の生産量・品質に基づく交付金（成績払）＞
毎年の麦・大豆・てん菜・でん粉原料用ばれいしょの生産量・品質に応じて、
全国 律の交付金単価による交付金が受けられます（小麦１等Ａランクの場合全国一律の交付金単価による交付金が受けられます（小麦１等Ａランクの場合、
60㎏当たり2,110円など）。

＜事業名：水田・畑作経営所得安定対策＞
【お問い合わせ先】最寄りの地方農政局・農政事務所 （加入申請受付期間：H22/4/1～H22/6/30）

２



作付拡大条件不利補正交付金

水田・畑作経営所得安定対策の固定払（過去の生産実績に基づく支
払）の助成対象とならない１９年産以降の麦・大豆等の作付拡大面積
に応じて、固定払相当額を助成します。

支援内容

＜交付単価＞

・ 小麦 27,600円 /10a

二条大麦 20 900円 /10・ 二条大麦 20,900円 /10a

・ 六条大麦 18,200円 /10a

・ はだか麦 23,600円 /10a

・ 大豆 20,200円 /10a

・ てん菜 27,600円 /10a

・ でん粉原料用
ばれいしょ

27,600円 /10a

産地づくりを進めたい３

＜事業名：作付拡大条件不利補正交付金＞
【お問い合わせ先】最寄りの地域水田農業推進協議会、または担い手育成総合支援協議会

産地の収益力向上や国産農産物の安定供給を図る取組を支援します。

支援内容 産地自らが収益力向上のためプログラムを策定し、その実現に向け
実施する生産・流通・加工分野での取組等を支援します。実施する生産 流通 加 分野で 取組等を支援します。

＜事業名：産地収益力向上支援事業＞
【お問い合わせ先】最寄りの市町村

支援内容 国産農産物の安定供給を図るため、生産・経営・流通までの強い農国産農産物の安定供給を図るため、生産 経営 流通までの強い農
業づくりに必要な共同利用施設の整備等を支援します。

＜事業名：強い農業づくり交付金＞
【お問い合わせ先】最寄りの市町村

３



４ 野菜経営を安定させたい

野菜の価格が低落した時に、補てんが受けられます。

支援内容 指定産地において、指定野菜（14品目）の価格が著しく低落した場
合に、安定的・継続的生産者の育成・確保状況等に応じて、補てん金
を受けることができます。

・ 保証基準額と平均販売価格（ただし、最低基準額を限度とする。）との差額の70
～90％を生産者に補てんします。

・ 価格低落時の野菜経営に及ぼす影響を緩和し、次期作の確保がしやすくなります。

指定野菜（14品目）
キャベツ、きゅうり、さといも、だいこん、トマト、なす、にんじん、ねぎ、
はくさい ピ ン レタ たまねぎ ばれいし ほうれんそうはくさい、ピーマン、レタス、たまねぎ、ばれいしょ、ほうれんそう

＜事業名：指定野菜価格安定対策事業＞
【お問い合わせ先】最寄りの地方農政局

４



規模の拡大

農地の規模拡大を円滑に進めたい５

支援内容

農地の利用調整に関する相談に応じます。

農地の規模拡大をしたい者等から農地の取得等の申出があった場合、
農業委員会が、農地のあっせん等の農地の利用調整活動を行います。
（※このような農業委員会の活動を国が支援しています）

また、農業者等の皆様が、農地に関することで困ったことがあったまた、農業者等 皆様が、農地に関する とで困 た とがあ た
場合には、相談に応じます。

＜事業名：農地制度実施円滑化事業費補助金＞
【お問い合わせ先】最寄りの農業委員会

６ 農地をまとめて使いやすくしたい

農地をまとめる活動を支援します。

支援内容 農地利用集積円滑化事業により６年以上の利用権が設定された農地の面支援内容
積に応じて交付金（2万円/10a）が、農地利用集積円滑化団体（市町村、市
町村公社、農協等）に交付されます。
交付金は、農地利用集積円滑化団体の判断により、農地の貸し手・借り手
の取組参加に対する奨励金にも活用できます。
また、農地の受け手が引き受けた農地を耕作するために必要な小規模基
盤整備（畦畔除去等）、特定農業法人の農業資材購入等の経費を助成しま盤整備（畦畔除去等）、特定農業法人 農業資材購入等 経費を助成 ま
す。

＜事業名：農地利用集積事業＞ 【お問い合わせ先】最寄りの市町村、農協

農地保有合理化法人が仲介して農地の買入れや借入れを支援します。

支援内容 農地保有合理化法人からの農地の買入れや借入れにより面的にまと
めて集積できます。また、農地取得による規模拡大に必要な機械購入
や施設整備の資金を無利子で借りられます。農業生産法人であれば出
資を受けることもできます。

農地は一定期間借りた後に買うこともできます。また 農地の買入代金の支払

５

農地は 定期間借りた後に買うこともできます。また、農地の買入代金の支払
いは分割払いもできます。

＜事業名：担い手支援農地保有合理化事業＞【お問い合わせ先】最寄りの農業委員会



耕作放棄地の再生・利用のための活動を支援します。

耕作放棄地を活用したい７

支援内容 荒廃した状態の耕作放棄地を貸借等により引き受ける再生利用者
（農業者、農業者組織、農業参入法人等）が行う、再生作業や土づく
り、作付・加工・販売の試行、必要な施設（用排水施設、農道、農業
用機械・施設等）の整備等を総合的に支援します。
＜支援例＞
①再生利用活動①再生利用活動
・再生作業：荒廃の程度に応じ３万円/10aまたは５万円/10a、荒廃の程度が大

きく重機等を用いて行う場合、経費の1/2（沖縄は2/3）
・土壌改良：2.5万円/10a×最大２年間
・作物作付：2.5万円/10a×１年間（水田を除く。）
②施設等補完整備
・用排水施設、農道、農業用機械・施設等の整備に対して経費の1/2（沖縄は
2/3）（農業用機械・施設の支援対象となる農地は再生した耕作放棄地に限る）2/3）（農業用機械・施設の支援対象となる農地は再生した耕作放棄地に限る）

＜事業名：耕作放棄地再生利用緊急対策＞【お問い合わせ先】最寄りの地域耕作放棄地対策協議会又は市町村

新たな分野への進出

８ 新しいビジネスプラン実現のための支援が欲しい８ 新しいビジネスプラン実現のための支援が欲しい

連携による新商品の開発などを支援します。

支援内容 農業法人と異業種企業等が連携して新商品の開発等を行う活動に
対して、計画策定からフォローアップまで支援します。

○農商工等連携事業…中小企業者と農林漁業者とが連携し、それぞれの経営資源を有
効に活用した新商品・新サービスの開発等を実施する場合

○地域資源活用事業…地域の「強み」となり得る「産地の技術」、「農林水産物」、
「観光資源」等の地域資源を活用した新商品・新サービスの開発等を実施する場合

○新連携事業…２社以上の異分野の中小企業が連携・協力し、それぞれの経営資源や
強みを有効に組み合わせて新しい事業分野を開拓する場合強みを有効に組み合わせて新しい事業分野を開拓する場合

＜事業名：農商工等連携事業、地域資源活用プログラム、新連携＞
【お問い合わせ先】最寄りの地方農政局

農商工連携の取組に対して無利子で資金を貸し付けます。

支援内容 農商工等連携事業の認定を受けた者を対象として、農商工等連携

６

支援内容 農商工等連携事業の認定を受けた者を対象として、農商工等連携
事業に必要な資金を、法人の場合は5,000万円以内、償還期間は12年
（据置期間５年）以内で無利子で借りることができます。

＜事業名：農業改良資金＞
【お問い合わせ先】最寄りの日本政策金融公庫、都道府県、普及指導センター、JA等融資機関



農業生産だけでなく、加工・販売等にも取り組みたい

農業法人等が行う農業サイド主導の６次産業化を支援します。

９

農業法人等が農業生産のみならず、加工・流通・販売など、農業サ
イド主導の経営の６次産業化に取り組む場合に必要な加工機械の導入
や販売施設の整備等を支援します。

支援内容

支援対象の例
１ 生産のみを行っていた法人の新たな販売施設の整備を支援
２ １の整備に伴い 自らが生産量を拡大するために必要となる農業用機械の

＜事業名：農業主導型６次産業化整備事業＞
【お問い合わせ先】最寄りの地方農政局 （公募期間：H22/4/6～H22/5/12）

２ １の整備に伴い、自らが生産量を拡大するために必要となる農業用機械の
導入を支援
３ １の整備に伴い、当該法人に原材料供給を行う他の法人の農業用機械の導
入を支援

人材の確保

１０ 新たな人材を確保したい１０ 新たな人材を確保したい

農業法人などによる合同会社説明会を開催します。

支援内容 全国及び各都道府県に設置する就農相談窓口に求人情報を登録してい支援内容
ただければ、就農希望者に求人情報を提供します。

また、従業員を募集している農業法人等と就農希望者のマッチングを
行うための合同会社説明会を開催します。

＜事業名：農の雇用事業＞
【お問い合わせ先】全国農業会議所 http://www.nca.or.jp/Be-farmer/index.php （TEL：03-6910-1126）

または各都道府県の農業会議

７



就農希望者を雇いたい

新規就農者を雇用する農業法人を支援します。

１１

雇用予定の新規就農者の適性を確認できるよう、雇用前に短期間の就
農体験の実施を支援します。（就業体験の実施に対し、２万円を助成）

また、農業法人が、就農希望者を雇用した後に、実践的な農業技術や
経営ノウハウを習得するための研修を行う場合、研修に要する経費（最
大で月９万７千円）を最長12ヵ月間助成します。

支援内容

研修実施に対する助成金を受けるためには、就農希望者を正社員として雇用
し、保険（雇用・労災）に加入することなどの要件を満たす必要があります。

＜事業名：農の雇用事業＞

【お問い合わせ先】全国農業会議所 http://www.nca.or.jp/Be-farmer/index.php【お問い合わせ先】全国農業会議所 http://www.nca.or.jp/Be farmer/index.php
（TEL：03-6910-1126） または各都道府県の農業会議

次世代への支援

１２ 経営を次の世代に引き継ぎたい

後継者がいない農業者が有する経営資産や技術を、就農希望者へ円滑に継
承できるよう支援します。承できるよう支援します。

支援内容 意欲ある就農希望者に経営を引き継ぐことを希望する場合に、継承
を希望する者の紹介や農業経営の引継ぎに必要な経費の一部について
助成します。
・経営を移譲する農業法人等が、経営を継承する者（自社の従業員等は除きま
す ）に対して 経営ノウハウを引き継ぐための研修を実施する場合 研修にす。）に対して、経営ノウハウを引き継ぐための研修を実施する場合、研修に
要する経費（最大月額９万７千円、最長12ヵ月）を助成します。
・地元の行政、農業委員会、普及組織等によるサポート体制を構築し、円滑な継
承を支援します。

＜事業名：農の雇用事業＞

【お問い合わせ先】全国農業会議所 http://www.nca.or.jp/Be-farmer/index.php （TEL：03-6910-1126）
または各都道府県の農業会議

８



従業員の支援をしたい

法人で働く従業員の方を支援します。

１３

農業法人等が、就農希望者に対して実践的な農業技術や経営ノウ
ハウを習得するための研修を行う場合、研修に要する経費（最大で
月９万７千円）を12ヶ月間助成します。

支援内容

助成金を受けるためには、就農希望者を正社員として雇用し、保険（雇用・労
災）に加入することなどの要件を満たす必要があります

支援内容 ○就農支援資金
新たに農業経営を開始する方や、就農希望者を新たに採用しようとする
農業法人等の経営体を資金面から支援します。(無利子資金の貸付)

災）に加入することなどの要件を満たす必要があります。

＜事業名：農の雇用事業＞
【お問い合わせ先】全国農業会議所 http://www.nca.or.jp/Be-farmer/index.php

（TEL：03-6910-1126） または各都道府県の農業会議

就農希望者を新たに採用しようとする農業法人等

就農研修資金

就農準備資金

新規就農者に農業大学校などの研修教育施設、国内外の先進農家などで
研修を実施させるのに必要な資金（貸付限度額200万円）

新規就農者が行う住居の移転、資格の取得、就農先の調査などの就農の
事前の準備に必要な資金（貸付限度額200万円）

農業法人等の経営体を資金面から支援します。(無利子資金の貸付)

現在農業法人の従業員で、独立経営を開始する方

就農研修資金

就農準備資金

農業大学校などの研修教育施設、国内外の先進農家などでの研修に必要
な資金(貸付限度額200万円)

住居の移転、資格の取得、就農先の調査などの就農の事前の準備に必要
な資金(貸付限度額200万円)

就農施設等資金 農業経営を開始する際の施設の設備、機械の購入などに必要な資金

○就農計画を作成し、都道府県知事から認定(認定就農者)を受けることが必要です。
○償還期間(うち据置期間)
・就農研修資金、就農準備資金：青年12年以内(４年以内)、青年以外７年以内(２年以内)
・就農施設等資金：12年以内(５年以内)

＜資金名：就農支援資金＞

就農施設等資金
(貸付限度額3,700万円)

【お問い合わせ先】最寄りの都道府県、普及指導センター、青年農業者等育成センター
【パンフレット】http://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_kasituke/syunou_shikin/pdf/s_leaflet_2010.pdf

○ 経営体育成交付金（新規就農者補助事業）
従業員の方が農業法人から独立し、経営を始める場合に、自らの経営で
使う農業機械や施設等を導入する際に経費の一部（上限400万円、補助
率１／２以内）を助成します。

支援内容

９

＜事業名：経営体育成交付金(新規就農者補助事業)＞
【お問い合わせ先】最寄りの市町村
【ホームページ】http://www.maff.go.jp/j/keiei/keikou/kouzou_taisaku/k_keiei_kohukin/

○就農計画を作成し、都道府県知事から認定(認定就農者)を受けることが必要です。



経営の立て直し

資金繰りに困っている１４

経営の維持安定に必要な長期運転資金を融資します。

不慮の災害や社会的・経済的な環境の変化等によって売上げが減
少し、資金繰りに支障を来している場合等に、簿記記帳を行ってい
る場合は、３００万円を下限に経営規模に応じて、年間経営費の３
カ月分 は粗収益 カ月分に相当する額 ずれか低 額を限度

支援内容

カ月分又は粗収益の３カ月分に相当する額のいずれか低い額を限度
に融資します。（簿記記帳を行っていない場合は３００万円）
償還期限（据置期間）は、１０年以内（３年以内）です。

以下のような状況にある場合に利用できます。
・災害（台風、冷害、干ばつ、地震等）の被害を受けた
ＢＳＥや鳥インフルエンザ等が発生し 家畜の殺処分や移動制限を受けた

＜資金名：農林漁業セーフティネット資金＞
【お問い合わせ先】最寄りの（株）日本政策金融公庫各支店

・ＢＳＥや鳥インフルエンザ等が発生し、家畜の殺処分や移動制限を受けた
・燃油や飼料等の高騰により一時的に経営が悪化している

１０



機械・施設の導入コストを下げたい１５

機械・施設の導入

融資残の自己負担部分に対して助成します。

支援内容 主に融資を活用して、農業用機械・施設等を導入する場合、融資残
の自己負担部分に対し、取得額の３／10までを上限として助成します。

例えば 1 000万円のトラクタ を購入する際 600万円の融資を受け 自己負例えば、1,000万円のトラクターを購入する際、600万円の融資を受け、自己負
担分が400万円の場合、取得額（1,000万円）の３／10となる300万円の範囲内で助
成します。

※ 助成率は、整備費に占める融資率や経営体の経営改善に関
する目標等を勘案して定められた助成限度率の範囲内となり
ます。
また 助成限度率は最大３／10とな ています

リース料の一部を助成します。

また、助成限度率は最大３／10となっています。

＜事業名：経営体育成交付金（融資主体型補助）＞
【お問い合わせ先】最寄りの市町村

経営改善・発展を計画的に促進するために必要な農業機械等を
リース方式により導入する場合に、リース料のうち物件購入相当の
３／10以内を助成します。

支援内容

例えば、総額700万円のトラクターを７年リース方式で導入する場合、年間100
万円のリース料が最大で70万円になります。

＜事業名：農畜産業機械等リース支援事業（経営体育成型）＞
【お問い合わせ先】最寄りの農政局、農政事務所
※事業実施主体を現在公募選定中ですので、決まり次第お知らせします

共同利用機械等の導入費の一部を補助します。

支援内容 経営規模の零細な農家が多くを占める地域等（経営体育成緊急地
域）及び沖縄県において、意欲ある多様な経営体の育成に必要な農
業用機械・施設等を導入する場合、最大１／２（機械は最大１／３、
沖縄県は最大２／３）の補助を行います。

経営体育成緊急地域とは、農家１戸当たりの平均農地面積がおおむね0.5ha（北
海道は2ha）未満 かつ 農地面積が0 5ha（北海道は2ha）未満の農家が５割以上

１１

海道は2ha）未満、かつ、農地面積が0.5ha（北海道は2ha）未満の農家が５割以上
を占める地域等です。

＜事業名：強い農業づくり交付金（特定地域経営支援整備）＞
【お問い合わせ先】最寄りの市町村



農地等の基盤整備をしたい

基盤整備に係る事業費の 部を補助します

１６

基盤整備

基盤整備に係る事業費の一部を補助します。

都道府県、市町村、土地改良区等が事業主体となって基盤整備を
行う場合、事業費の１／２について補助を行います。

支援内容

区画整理、農業用用排水施設、農道、暗渠排水、客土等が対象となります。区画整理、農業用用排水施設、農道、暗渠排水、客土等が対象となります。

基盤整備に伴う経費負担を減らしたい１７

＜事業名：経営体育成基盤整備事業、畑地帯総合整備事業、農山漁村地域整備交付金、
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金等＞

【お問い合わせ先】最寄りの地方農政局

基盤整備に伴う経費負担を減らしたい

農家負担金を軽減します。

水田・畑作経営所得安定対策に加入している認定農業者などの担
い手の経営面積の集積増加率等が一定以上になることが見込まれる

支援内容

１７

場合、土地改良事業等の農家負担金について、５／６を限度に無利
子融資または当該年度の年償還金の利子相当額を助成します。

＜事業名：土地改良負担金総合償還対策事業（水田・畑作経営所得安定対策等支援事業）、経営体
育成促進事業（担い手育成農地集積事業）、経営安定対策基盤整備緊急支援事業＞

土地改良事業等の農家負担金が対象となります。

【お問い合わせ先】最寄りの地方農政局

基盤整備を契機 定農業者など 農 を集積す 合 支援 ます

基盤整備と併せて規模拡大したい１８

区画整理、農業用用排水施設等の生産基盤の整備を支援します。

また、認定農業者等に農地を集約するための土地利用調整に関する
話し合いの経費や、基盤整備に係る農家負担金に充当するなど、様々
な活動を支援します。

支援内容

基盤整備を契機に、認定農業者などに農地を集積する場合に支援します。

１２

活 援 。

集積の実績に応じて、最大で事業費の7.5％分の促進費を支援します。

＜事業名：経営体育成基盤整備事業、農山漁村地域整備交付金、水利区域内農地集積促進整備事業等＞
【お問い合わせ先】最寄りの地方農政局



果樹産地構造改革計画を策定している産地の担い手が、優良品目・品種へ
が

果樹園の栽培品目・品種転換や小規模な園地整備をしたい１９

果樹産地構造改革計画に基づき、担い手が優良品目・品種への転
換、小規模園地整備（園内道の整備、傾斜の緩和、土壌土層改良）、
かん水施設設置等を行う場合に、事業費の1/2（一部定額）の範囲内
で助成が受けられます

の転換、園地整備などを行う場合に支援が受けられます。

支援内容

で助成が受けられます。

・ 高収益が見込める優良品目・品種への改植・高接
・ 園地での作業の省力化を図り生産性を向上するための
園内道の整備、傾斜の緩和、土壌土層改良
高品質果実 生産を図 ため 点滴 ん水設備 設置

産地計画に位置づけ
られた振興品目・品種

現在植栽されている
果樹

品目・品種
転換

＜事業名：果樹経営支援対策事業＞
【お問い合わせ先】最寄りの地方農政局

・ 高品質果実の生産を図るための点滴かん水設備の設置

などが実施できます。

園内道

園地整備により生産性を向上

【お問い合わせ先】最寄りの地方農政局

資金の確保

低利な融資を受けたい２０

支援内容

貸付当初５年間実質無利子で融資が受けられます。

平成22年度に認定農業者が借り入れるスーパーＬ資金及び農業近
代化資金の金利負担を、貸付当初５年間最大２％引き下げます。

平成22年４月21日現在の金利水準（償還期間に応じて0 85 1 7％）なら 国平成22年４月21日現在の金利水準（償還期間に応じて0.85～1.7％）なら、国
と地方公共団体の利子助成により、貸付当初５年間実質無利子で融資を受けるこ
とができます。資金は、農業用機械等の取得費などに使えます。

＜資金名：スーパーＬ資金、農業近代化資金＞
【お問い合わせ先】最寄りの日本政策金融公庫、ＪＡ、都道府県、市町村、普及指導センター

チャレンジ性のある取組に対して無利子で融資が受けられます。

１３

＜資金名：農業改良資金＞
【お問い合わせ先】最寄りの日本政策金融公庫、ＪＡ、都道府県、市町村、普及指導センター

農業改良資金について、創意と自主性を活かし新たにチャレンジ
する取組に対して、個人の場合は1,800万円まで無利子で融資します。

支援内容



できるだけ早く資金を借りたい

少額の資金であれば、融資の可否の判断を迅速に行います。

２１

スーパーＬ資金、農業近代化資金について、500万円までの資金で
あれば、無担保・無保証人による融資の可否が最速１週間（クイック
融資）で判断されます。

支援内容

＜資金名：スーパーＬ資金、農業近代化資金＞
【お問い合わせ先】最寄りの日本政策金融公庫、JA、都道府県、市町村、普及指導センター

資金を借りたいが、担保や保証人が不安

経営状況等を評価した上で、一定額まで無担保・無保証人で融通します。

２２

【お問い合わせ先】最寄りの日本政策金融公庫、 、都道府県、市町村、普及指導センタ

スーパーＬ資金について、認定農業者の経営能力や経営状況等を
積極的に評価して、法人では直近決算の売上高に応じた限度額又は
資本勘定のいずれか低い額を無担保・無保証人で融通します。
＜資金名：スーパーＬ資金（円滑化融資制度）＞
【お問い合わせ先】最寄りの日本政策金融公庫

支援内容

２３ 将来の農地や機械の取得に備えて自己資金を確保したい

水田・畑作経営所得安定対策の交付金等を活用して、計画的に規模の拡
大や機械整備の高度化を図る法人を税制面から支援します。

支援内容 農業経営改善計画等に従って、対象の交付金等を農業経営基盤強化
準備金として積み立て、それを活用して農地等を取得した場合等には、
税制上の特例措置が受けられます。

大や機械整備の高度化を図る法人を税制面から支援します。

＜事業名：農業経営基盤強化準備金制度＞
【お問い合わせ先】最寄りの地方農政局・農政事務所

交付金等は、原則、法人課税の対象となりますが、この特例を利用して準備
金(内部留保)や農業用固定資産の取得等に充てると課税が繰り延べられます。

※ この特例の適用を受けるためには、青色申告により確定申告を行う必要があります。ま
た、確定申告書には、農林水産大臣の証明書等の添付が必要となります。

１４

【お問い合わせ先】最寄りの地方農政局・農政事務所



その他の支援

共済制度や税制措置について知りたい

経営者 皆様向け 退職金制度があります

２４

経営者の皆様向けの退職金制度があります。

生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく
共済制度で、廃業時・退職時に共済金を受け取れます。なお、事業資金
等の貸付制度を利用することもできます。

支援内容

＜対象者 要件等＞

＜事業名：小規模企業共済＞
【お問い合わせ先】独立行政法人中小企業基盤整備機構共済相談室（TEL:050-5541-7171）

社団法人日本農業法人協会（TEL:03-6268-9500）

＜対象者・要件等＞
常時雇用する従業員が20人以下の法人の役員が対象となります。
掛金は全額所得控除（月７万円、年84万円まで）対象です。

取引先の倒産時にあなたの会社を守ります。

加入後６ヵ月以上経過して取引先事業者が倒産した場合、積み立て
た掛金総額の10倍の範囲内（最高3,200万円）で回収困難な売掛金債
権等の額以内の共済金の貸付けを受けることができます

支援内容

権等の額以内の共済金の貸付けを受けることができます。

＜対象者・要件等＞
資本金の額または出資の総額が３億円以下の法人が対象となります。
※ 農事組合法人は加入できません。
掛金は全額損金計上（月８万円、年96万円まで）できます。

＜事業名：経営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済）＞

【お問い合わせ先】独立行政法人中小企業基盤整備機構共済相談室（TEL:050-5541-7171）
社団法人日本農業法人協会（TEL:03-6268-9500）

従業員が安心して働けるように、退職金の積み立てを支援します。

従業員のための退職金の積立金に対して国の助成を受けることができ
ます。なお、掛金は法人企業の場合は損金として全額非課税となり、
パートタイマーの方も加入することができます。

支援内容

＜対象者・要件等＞
常時雇用する従業員数が250人未満であれば対象となります。
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＜事業名：中小企業退職金共済制度＞
【お問い合わせ先】独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部

（TEL:03-3436-0151（代表））
社団法人日本農業法人協会（TEL:03-6268-9500）



従業員の定年の65歳以上への引上げや定年の定めを廃止する場合、奨励
金が支給されます。

65歳以上の定年制の導入や定年の定めの廃止を実施した場合、企業規
模や導入した制度に応じて奨励金を支給します。
例えば、就業規則等で定年を65歳へ引き上げた場合には、企業規模に
応じて40～80万円の奨励金が１回に限り支給されます。

支援内容

＜対象者 要件等＞

機械 装置等 対象設備 資産を導 た場合 税制 特 措置を受 る

＜事業名：中小企業定年引上げ等奨励金＞
【お問い合わせ先】都道府県雇用開発協会

＜対象者・要件等＞
雇用保険の一般被保険者数が300人以下の法人が対象となります。

機械・装置等の対象設備・資産を導入した場合、税制の特別措置を受けるこ
とができます。

機械・装置、特定の器具・備品、一定のソフトウェア、普通貨物自動
車を対象に、７％の税額控除または30％の特別償却を受けることができ
ます（資本金が３千万円を超える法人は特別償却のみ）。

支援内容

＜事業名：中小企業投資促進税制＞
【お問い合わせ先】最寄りの国税局又は税務署の税務相談窓口

＜対象者・要件等＞
資本金１億円以下の法人が対象となります。特別措置を受けるためには、一定
の要件があります（例えば、機械・装置では１台または１基の取得価額が160万
円以上等の要件があります）。

【お問い合わせ先】最寄りの国税局又は税務署の税務相談窓口

従業員の教育訓練費の一定割合の額が減税されます。

労務費に占める教育訓練費の割合に応じ 教育訓練費の 定割合に相支援内容 労務費に占める教育訓練費の割合に応じ、教育訓練費の一定割合に相
当する額を当期の法人税額から控除することができます。

支援内容

＜対象者・要件等＞
資本金１億円以下の法人が対象となります。

※ 労務費は、役員を除く使用人に対する給与等、法定福利費、及び教育訓練費の合計額と
なります
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＜事業名：人材投資促進税制＞
【お問い合わせ先】中小企業庁 経営支援課（TEL:03-3501-1763）

なります。



「農業担い手メールマガジン」は、農林水産省経営局経営政策課が発
行するメールマガジンです。

平成２０年度より内容を一新して、農業者や農業関係者の皆様との双平成 年度より内容を 新して、農業者や農業関係者の皆様との双
方向の情報受発信を行うためのツールの一つとして、本メールマガジン
を活用していきます。

［対 象］［対 象］
現場で頑張っていらっしゃる農業者や農業関係者の皆様

［内 容］

下記のような内容を中心に、メールマガジンに対するご意見・ご質問を踏まえながら、読
者の方々に関心が高い特定のトピックスについて、特集を組んでいくことも考えています

○ 行政担当者から現場の農業者の方々へのメッセージ

○ 新規事業の紹介

○ 事業活用に向けたワンポイント・アドバイス

○ よくあるご質問に対するQ＆Ａ

［配信頻度］ 月２回

［配信手続］

配信申し込みページは、各種検索エンジンから「農業担い手メールマガジン」で検索して
ください。申し込みページにつながります。

（http://www.maff.go.jp/j/ninaite/n_mailmaga/index.html）



「支援策相談窓口」一覧

ご紹介した各種支援策について、ご質問等がございましたら、下記ま
でお気軽にご連絡ください。

都道府県 担い手協議会 地方農政局・農政事務所農政安心ダイヤル

都道府県名 　　　　　事務局等連絡先 電話番号 　　　　　名　　　　　　　称 電話番号

北 海 道 北 海 道 農 業 会 議 ０１１－２８１－６７６１ 北 海 道 農 政 事 務 所 ０１１－６４２－５４６２
青 森 県 青 森 県 農 業 会 議 ０１７－７７４－８５８０ 青 森 農 政 事 務 所 ０１７－７７７－３５１２
岩 手 県 岩 手 県 農 業 会 議 ０１９－６２６－８５４５ 岩 手 農 政 事 務 所 ０１９－６２４－１１２５
宮 城 県 宮 城 県 農 業 会 議 ０２２ ２７５ ９１６４ 東 北 農 政 局 ０２２ ２２１ ６２４１宮 城 県 宮 城 県 農 業 会 議 ０２２－２７５－９１６４ 東 北 農 政 局 ０２２－２２１－６２４１
秋 田 県 秋 田 県 農 業 会 議 ０１８－８６０－３５４０ 秋 田 農 政 事 務 所 ０１８－８６２－５７２０
山 形 県 山形県農業担い手支援センター ０２３－６４１－１１１７ 山 形 農 政 事 務 所 ０２３－６２２－７２４７
福 島 県 福 島 県 農 業 会 議 ０２４－５２４－１２０１ 福 島 農 政 事 務 所 ０２４－５３４－４１４５
茨 城 県 茨 城 県 農 業 会 議 ０２９－３０１－１２３６ 茨 城 農 政 事 務 所 ０２９－２２１－５５０１
栃 木 県 栃木県農業協同組合中央会 ０２８－６２６－２２７２ 栃 木 農 政 事 務 所 ０２８－６３３－３３１４
群 馬 県 群 馬 県 農 業 会 議 ０２７－２８０－６１７１ 群 馬 農 政 事 務 所 ０２７－２２１－１４１７
埼 玉 県 埼 玉 県 農 業 会 議 ０４８－８２９－３４８１ 関 東 農 政 局 ０４８－７４０－０１１３
千 葉 県 千 葉 県 農 業 会 議 ０４３－２２２－１７０３ 千 葉 農 政 事 務 所 ０４３－２２４－５６１７
東 京 都 東 京 都 農 業 会 議 ０３－３３７０－７１４５ 東 京 農 政 事 務 所 ０３－３２１４－７３２１
神 奈 川 県 神 奈 川 県 農 業 会 議 ０４５－２０１－８８５９ 神 奈 川 農 政 事 務 所 ０４５－２１１－７１７５
山 梨 県 山 梨 県 農 業 会 議 ０５５－２２８－６８１１ 山 梨 農 政 事 務 所 ０５５－２２６－６６１１
長 野 県 長 野 県 農 業 会 議 ０２６－２３４－６８７１ 長 野 農 政 事 務 所 ０２６－２３３－２９９０
静 岡 県 静 岡 県 農 業 会 議 ０５４－２５５－７９３４ 静 岡 農 政 事 務 所 ０５４－２４６－６１２１
新 潟 県 新 潟 県 農 業 会 議 ０２５－２２３－２１８６ 新 潟 農 政 事 務 所 ０２５－２２８－５２８１
富 山 県 富 山 県 農 業 会 議 ０７６－４４１－８９６１ 富 山 農 政 事 務 所 ０７６－４４１－９３０７
石 川 県 財団法人いしかわ農業人材機構 ０７６－２２５－７６２１ 北 陸 農 政 局 ０７６－２３２－４３４３
福 井 県 福 井 県 農 業 会 議 ０７７６－２１－００１０ 福 井 農 政 事 務 所 ０７７６－３６－１７９０福 井 県 福 井 県 農 業 会 議 ０７７６－２１－００１０ 福 井 農 政 事 務 所 ０７７６－３６－１７９０
岐 阜 県 岐 阜 県 農 業 会 議 ０５８－２６８－２５２７ 岐 阜 農 政 事 務 所 ０５８－２７１－４０４４
愛 知 県 愛 知 県 農 業 会 議 ０５２－９６２－２８４１ 東 海 農 政 局 ０５２－２０１－７２７１
三 重 県 三 重 県 農 業 会 議 ０５９－２１３－２０２２ 三 重 農 政 事 務 所 ０５９－２２８－３１５１
滋 賀 県 滋 賀 県 農 業 会 議 ０７７－５２３－２４３９ 滋 賀 農 政 事 務 所 ０７７－５２２－４２７３
京 都 府 京 都 府 農 業 会 議 ０７５－４４１－３６６０ 近 畿 農 政 局 ０７５－４１４－９１０１
大 阪 府 大 阪 府 農 業 会 議 ０６－６９４１－２７０１ 大 阪 農 政 事 務 所 ０６－６９４３－９６９１
兵 庫 県 兵 庫 県 農 業 会 議 ０７８－３６１－８１１０ 兵 庫 農 政 事 務 所 ０７８－３３１－９９５１
奈 良 県 奈 良 県 農 業 会 議 ０７４２－２２－１１０１ 奈 良 農 政 事 務 所 ０７４２－２３－２８６３
和 歌 山 県 和 歌 山 県 農 業 会 議 ０７３－４３２－６１１４ 和 歌 山 農 政 事 務 所 ０７３－４３６－３８３２
鳥 取 県 鳥 取 県 農 業 会 議 ０８５７－２０－８３７１ 鳥 取 農 政 事 務 所 ０８５７－２２－３１３１
島 根 県 島 根 県 農 業 会 議 ０８５２－２２－４４７１ 島 根 農 政 事 務 所 ０８５２－２５－４４９０
岡 山 県 岡山県農業共同組合中央会 ０８６－２３４－６８７３ 中 国 四 国 農 政 局 ０８６－２２４－９４１４
広 島 県 広 島 県 農 業 会 議 ０８２－５４５－４１４６ 広 島 農 政 事 務 所 ０８２－２２８－９４８３
山 口 県 山 口 県 農 業 会 議 ０８３－９３３－０８０３ 山 口 農 政 事 務 所 ０８３－９２２－５４０５
徳 島 県 徳 島 県 農 業 会 議 ０８８－６２１－３０５４ 徳 島 農 政 事 務 所 ０８８－６２２－６１３２
香 川 県 香 川 県 農 業 会 議 ０８７－８１２－０８１０ 香 川 農 政 事 務 所 ０８７－８３１－８１５１
愛 媛 県 愛 媛 県 農 業 会 議 ０８９－９４３－２８００ 愛 媛 農 政 事 務 所 ０８９－９３２－１１８９愛 媛 県 愛 媛 県 農 業 会 議 ０８９ ９４３ ２８００ 愛 媛 農 政 事 務 所 ０８９ ９３２ １１８９
高 知 県 高 知 県 農 業 会 議 ０８８－８２４－８５５５ 高 知 農 政 事 務 所 ０８８－８７２－０５１４
福 岡 県 （財）福岡県農業振興推進機構 ０９２－７１６－８３５５ 福 岡 農 政 事 務 所 ０９２－２８１－９９６６
佐 賀 県 佐 賀 県 農 業 会 議 ０９５２－２３－７０５７ 佐 賀 農 政 事 務 所 ０９５２－２３－３１３６
長 崎 県 長 崎 県 農 業 会 議 ０９５－８２２－９６４７ 長 崎 農 政 事 務 所 ０９５－８４５－７１３２
熊 本 県 熊 本 県 農 業 会 議 ０９６－３８４－３３３３ 九 州 農 政 局 ０９６－３５３－７６２８
大 分 県 大 分 県 農 業 会 議 ０９７－５３２－４３８５ 大 分 農 政 事 務 所 ０９７－５３２－６１４８
宮 崎 県 宮 崎 県 農 業 会 議 ０９８５－２９－６３３３ 宮 崎 農 政 事 務 所 ０９８５－２２－３１８４
鹿 児 島 県 鹿 児 島 県 農 業 会 議 ０９９－２８６－５８１５ 鹿 児 島 農 政 事 務 所 ０９９－２２６－８５９０
沖 縄 県 沖 縄 県 農 業 会 議 ０９８－８６７－７３８５ 沖 縄 総 合 事 務 局 ０９８－８６６－１６２８

農林水産省経営局経営政策課（農政安心ダイヤル） 03-6744-2339


